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１ 業務名 

 鹿児島市立病院院内保育所管理運営業務 

 

２ 業務の目的 

 令和６年４月１日からの鹿児島市立病院院内保育所の管理、運営を行う。 

 

３ 業務の内容 

 (1) 保育の実施 

   ①対象年齢 ０歳（生後８週間を経過）から６歳（小学校就学前）までの子 

   ②保育時間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（１２月 

２９日から１月３日まで）を除く下記のとおりとする。 

    ア．基本保育 月曜日から土曜日までの午前７時から午後７時まで 

    イ．延長保育 月曜日から土曜日までの午後７時から午後９時３０分まで 

    ウ．短期保育 月曜日から土曜日までの午前７時から午後９時３０分まで 

    エ．終夜保育 毎週木曜日と毎月第４週の月曜日の午後７時から翌朝７時まで 

    オ．一時保育 月曜日から土曜日までの午前７時から午後９時３０分まで 

カ．病後児保育 月曜日から土曜日までの午前７時から午後９時３０分まで 

※エ．終夜保育については、実施曜日を変更する場合がある。 

※このほか、病児保育の導入を予定している。 

③保育の種類（利用区分） 

    事前登録が必要な保育 すべての保育 

             

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

   保育所の機能と環境を良好に維持し、保育業務が常に安全、快適かつ衛生的に行われる

ために、日常の必要な掃除、施設等の点検及び保守管理を行うこと。また、不可抗力によ

り生じた施設の不備や不具合が明らかになった場合は、直ちに発注者へ報告し、協議する

こと。 

   ①清掃業務（日常清掃） 

   ②施設内の設備機器類の保守点検 

    

(3)その他必要な管理業務 

   ①入所案内など入所者募集に係る作業 

   ②保育利用実績及び保育料の集計 

   ③保育日誌の作成及び毎月の業務報告書の提出 

   ④各種統計等の資料作成、利用者の意向調査等 
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   ⑤衛生的でかつ安心・安全な保育環境の整備 

⑥食事・おやつの手配 

⑦視察の対応 

   ⑧その他、管理運営上必要であって、上記いずれにも該当しない軽易な業務 

  

(4)業務負担区分 

   項  目 発注者 受注者 

１．認可外保育施設に対する指導監督 ○  

２．開設準備業務   

 ①管理運営に係るマニュアル作成（保育理念・方針・目標の

設定、保育内容、保育行事、園規約、募集方法） 

 ○ 

 ②入所者の募集（募集要項及び募集案内の作成や募集事務）  ○ 

 ③備品等の協議（備品の種類、内容等の情報提供協力及び協

議 

○ ○ 

 ④給食業者の募集（給食業者との契約・連携）  ○ 

 ⑤スタッフの研修計画・事前研修  ○ 

 ⑥開園前の説明会  ○ 

３．保育管理運営業務    

 ①保育児童・保護者名簿作成（管理日誌（保育日誌）手帳等

の作成、年間行事計画・月・週・日の保育計画及びスケジ

ュール管理） 

 ○ 

 ②食事、おやつの献立表の作成  ○ 

 ③食事、おやつ代の請求・収納  ○ 

 ④日用品、消耗品及び保育材料の手配・管理 ○ ○ 

  ⑤施設の維持管理（施設の保守点検・法定点検） ○  

 ⑥施設の維持管理（日常の施設管理）  ○ 

 ⑦業務従事者の勤務管理  ○ 

 ⑧保育申込の受付（月極、終夜、一時保育等）  ○ 

 ⑨保護者会の開催運営  ○ 

 ⑩アンケート調査など要望、苦情への対応  ○ 

 ⑪スタッフの研修計画・研修  ○ 

 ⑫スタッフ及び入所者の健康管理（健康管理マニュアル等の

作成、健康診断の実施等） 

 ○ 
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 ⑬消防、避難訓練の実施（危機管理マニュアル等の作成）  ○ 

 ⑭事故、セキュリティ対策（危機管理マニュアル等の作成）  ○ 

 ⑮病児、病後児保育の受付、保育、職員配置及び感染防止  ○ 

４．その他   

 一時的な災害への対応  ○ 

 保育所の管理下における災害保険加入  ○ 

 安全衛生管理  ○ 

保護者への緊急連絡又は事務連絡  ○ 

 

 (5)費用負担区分 

ア．発注者が負担する費用等 

   ①開設時業務に必要な消耗品、備品等 

   ②業務遂行上の必要により使用する電気・水道等の光熱水費 

   ③食事・おやつに必要な食器及び備品等 

   ④保育に要する保育教材、日用品、文具類、事務用品等消耗品 

   ⑤施設又は備品の維持管理費用 

   ⑥子どもの健康管理に係る費用 

⑦その他、病院が負担することが相当と考えられる費用等 

イ．受注者が負担する費用等 

   ①業務に従事する職員の健康管理に係る費用 

   ②業務に従事する職員の教育訓練に係る費用 

   ③業務遂行上の必要により使用する電話料 

   ④スタッフの被服等消耗品や研修等に係る費用 

   ⑤開所準備に係るコンサルティング料 

⑥損害保険料 

   ⑦その他、「病院が負担することが相当と考えられる費用等」以外の費用 

   ※なお、食事代及びおやつ代については、保護者負担とする。 

    

(6) 職員の配置及び条件 

  ① 保育業務を遂行するにあたり、次の表に掲げる児童福祉法に定める適切な人員以上の

保育士資格を有する者を配置すること。 

    ただし、２人を下回らないこと。 

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳児以上 

３：１ ６：１ ２０：１ ３０：１ 
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② 病児、病後児保育を行う場合は、病児保育事業の実施について（平成27年7月17日雇

児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局）に基づいて、看護師を１名以上配置

すること。 

 

 (7)この企画提案仕様書における業務の内容は、準備期間及び履行期間における本契約内 

容と異なる場合があります。 

 

４ 契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日までの予定 

  （なお、契約締結日（令和５年１０月下旬（予定））から令和６月３月３１日を準備期間

とし、令和６年４月１日から令和９年３月３１日を履行期間とする。） 

 

５ 独自提案 

  本仕様に定めのない内容であっても、本業務の目的に適うと思われる事項がある場合は積

極的に独自提案を行うこと。 

 

６ 契約に関する条件等 

 (1) 契約金額 

  本業務の契約金額には、３－(5)－アにある病院が負担する経費等を除く、一切の経費を

含むものとする。 

 (2) 機密の保持 

  受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者へ

の開示、漏えいについて管理者の注意を持ってその情報を管理することとし、契約終了後も

同様とする。 

 (3) 関係法令の順守 

  受注者は、本業務を履行するうえで関係法令等を遵守すること。 

 

７ 連絡先 

〒８９０－８７６０ 

 鹿児島市上荒田町３７番１号 

鹿児島市立病院総務課職員係（２階） 

連絡先 電話 ０９９－２３０－７００２（内線２０１７） 

電子メールアドレス hpsou-syoku@city.kagoshima.lg.jp 


